
設
定
の
場
合
は
受
信
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

③
所
属
区
分
を
選
択
後
、「
登

録
」
ボ
タ
ン
を
押
す
。

④
登
録
完
了
の
確
認
が
送

ら
れ
て
き
ま
す
。

※
配
信
を
停
止
す
る
場

合
は
「stop@

req.jp

」
に

空
メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
ご
注
意

◇
Ｓ
Ｓ
Ｌ
（
デ
ー
タ
を
暗
号
化

し
、
送
信
す
る
シ
ス
テ
ム
）
対

応
の
携
帯
電
話
の
み
登
録
可
能
で
す
。

◇
通
信
料
は
登
録
者
の
負
担
と
な
り

ま
す
。

◇
配
信
し
た
安
全
安
心
メ
ー
ル
へ
の

問
い
合
わ
せ
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
登
録
者
か
ら
の
情
報
提
供

に
つ
い
て
も
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
緊
急
の
場
合
は
警
察
へ
110
番
通

報
願
い
ま
す
。

e

安
全
安
心
課
@
内
線
３
５
５
１
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安全安心　指定管理者制度

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
平

成
15
年
９
月
施
行
）
に
よ
り
、
指

定
管
理
者
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
市
に
お
い

て
も
４
月
１
日
か
ら
市
直
営
以
外

の
公
の
施
設
に
つ
い
て
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
ま
す
。

◆
指
定
管
理
者
制
度
と
は

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る

民
間
事
業
者
、
社
会
福
祉
法
人
な

ど
の
公
益
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や

法
人
格
を
持
た
な
い
団
体
に
公
の

施
設
の
管
理
を
委
ね
る
こ
と
に
よ

り
、
民
間
事
業
者
な
ど
が
有
す
る

能
力
、
経
験
、
知
識
を
活
用
し
つ

つ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

と
経
費
の
節
減
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
制
度
で
す
。

◆
三
鷹
市
の
考
え
方

指
定
管
理
者
の
選
定
に
つ
い
て

は
公
募
を
基
本
と
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
設
置
目
的
な
ど
を
検
討

し
、
今
回
の
制
度
導
入
時
に
お
い

市
民
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
施
設
の
効
率
的
な

管
理
運
営
を
め
ざ
し
て

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す

No 施設名 指定管理者 指定期間
1 三鷹市民保養所箱根みたか荘 ㈱レストラン・ピガール ３年
2 三鷹市川上郷自然の村 &川上村振興公社 ３年
3 三鷹市立アニメーション美術館 &徳間記念アニメーション文化財団 10年
4 三鷹市芸術文化センター &三鷹市芸術文化振興財団 ３年
5 三鷹市公会堂 &三鷹市芸術文化振興財団 ３年
6 三鷹市美術ギャラリー &三鷹市芸術文化振興財団 ３年
7 みたか井心亭 &三鷹市芸術文化振興財団 ３年
8 三鷹市山本有三記念館 &三鷹市芸術文化振興財団 ３年
9 三鷹ネットワーク大学※ ＮＰＯ法人三鷹ネットワーク大学推進機構 10年
10 コミュニティセンター（７カ所） 住民協議会 10年
11 地区公会堂（32カ所） 町会・自治会・管理運営委員会 10年
12 三鷹市営大沢住宅集会所 大沢宿町会 10年
13 三鷹国際交流センター &三鷹国際交流協会 ３年
14 三鷹市女性交流室 &三鷹国際交流協会 ３年
15 学童保育所（19カ所） （社福）三鷹市社会福祉協議会 ３年※
16 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮 （社福）三鷹市社会福祉事業団 ３年
17 三鷹市福祉会館 （社福）三鷹市社会福祉協議会 ３年

三鷹市高齢者
いちょう苑 （社福）東京弘済園 ３年

18 センター けやき苑 （社福）東京弘済園 ３年
どんぐり山 （社福）楽山会 ３年

19 三鷹市立特別養護老人ホームどんぐり山 （社福）楽山会 ３年
20 三鷹市牟礼老人保健施設 （社福）三鷹市社会福祉事業団 ３年
21 三鷹市下連雀市民住宅 ㈱まちづくり三鷹 ３年

22 自転車等駐車場
三鷹駅南口東駐輪場 ㈱まちづくり三鷹 ３年
すずかけ駐輪場 ㈱まちづくり三鷹 ３年

23 三鷹市農業公園※ 東京むさし農業協同組合 10年

※三鷹市農業公園は平成16年4月、三鷹ネットワーク大学は平成17年10月から導入しています。
※四小学童保育所の指定期間は1年です。

子どもたちの安全を守れ!
地域で協力、安全安心のまちづくり

納
付
を
お
忘
れ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
国
民
健
康
保
険
税

平
成
17
年
度
国
民
健
康
保
険
税

の
最
終
納
期
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。

お
手
元
の
納
税
通
知
書
の
領
収
印

を
も
う
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
税
通
知
書
が
見
当
た
ら
な
い

方
、
納
税
に
関
す
る
相
談
（
分
割

納
付
な
ど
）
を
ご
希
望
の
方
は
、

保
険
課
@
内
線
２
３
９
１
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
、
安
心
・
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

申
し
込
み
の
際
は
、
指
定
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
保
険
課
・
各
市

政
窓
口
へ
。
①
納
税
通
知
書
、
②

預
貯
金
通
帳
の
届
出
印
、
③
預
貯

金
通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

就
職
・
退
職
の
際
は
国
民
健

康
保
険
の
届
出
を
忘
れ
ず
に

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

の
手
続
き
は
14
日
以
内
に
ご
自
身

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
の
資
格
の
取
得
日

は
、
前
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

日
に
な
り
ま
す
。
届
出
が
遅
れ
る

と
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

遅
れ
て
し
ま
っ
た
期
間
に
か
か
っ

た
医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
課
（
市
役
所
１
階
⑨
番
窓

口
）
ま
た
は
各
市
政
窓
口
へ
届
け

出
る
。

◆
会
社
を
退
職
し
て
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
場
合

退
職
し
た
会
社
が
発
行
し
た
職

場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明
書
、

厚
生
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

方
は
年
金
証
書
が
必
要
で
す
。

◆
会
社
に
就
職
し
て
国
民
健
康
保

険
を
脱
退
す
る
場
合

今
ま
で
使
用
し
て
い
た
国
民
健

康
保
険
証
と
職
場
の
健
康
保
険
証

が
必
要
で
す
。

e

保
険
課
@
内
線
２
３
８
２

4
月
は
国
民
年
金
の
「
学
生

納
付
特
例
」
の
申
請
時
期
で
す

学
生
納
付
特
例
と
は
申
請
に
よ

り
承
認
を
受
け
れ
ば
、
国
民
年
金

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生
の
た

め
の
制
度
で
す
。

◆
対
象

満
20
歳
以
上
の
学
生
で

年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
前

年
度
の
本
人
の
所
得
が
118
万
円

以
下
の
方

▼
４
月
か
ら
年
金
手
帳
と
学
生
証

を
持
参
し
、
市
民
課
（
市
役
所
１

階
③
番
）
ま
た
は
各
市
政
窓
口
へ

申
し
込
む
。

※
東
京
社
会
保
険
事
務
局
か
ら

申
請
用
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
方
は

必
要
事
項
を
記
入
し
、
年
金
手

帳
・
学
生
証
の
写
し
（
い
ず
れ
も

本
人
と
有
効
期
限
が
確
認
で
き
る

部
分
を
コ
ピ
ー
）
を
同
封
し
、
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
国
民
保
険
料
の
学
生
納
付
特

例
制
度
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

e

市
民
課
@
内
線
２
３
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４
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東
京
社
会
保
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事
務
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調
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課
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１
６
４
３

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
等

平
成
18
年
度
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
算
出
の
基
礎
と
な

る
固
定
資
産
の
価
格
が
記
載
さ
れ

た
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

こ
の
縦
覧
制
度
は
、
固
定
資
産

の
納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家
屋

の
価
格
と
市
内
の
他
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
そ
の
価
格
を
記
載

し
た
帳
簿
を
ご
覧
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
平
成
18
年
度
は
３
年
に
一

度
の
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す
。

▽
４
月
３
日
b

〜
５
月
31
日
d

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
、
資

産
税
課
（
市
役
所
２
階
\
番
）
窓

口
で
。
保
険
証
や
免
許
証
な
ど
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の
（
代
理
人

の
場
合
は
納
税
者
の
委
任
状
も
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
資
産
税
課
@
内
線

２
３
６
２
へ
。

市
営
住
宅（
2
人
以
上
世
帯
向

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）の
入
居
者
を
募
集

◆
募
集
戸
数

市
営
大
沢
住
宅
の

あ
き
家
１
戸（
大
沢
６
―
６
―
１
）

◆
申
込
資
格

①
市
内
に
１
年
以

上
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
②

同
居
親
族
が
い
る
こ
と
、
③
所
得

が
基
準
内
で
あ
る
こ
と
、
④
住
宅

に
困
っ
て
い
る
こ
と
。

◆
募
集
案
内
（
申
込
書
）
の
配
布

３
月
20
日
b

〜
３
月
31
日
f

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）、
ま
ち
づ

く
り
建
築
課
（
市
役
所
５
階
）
・

各
市
政
窓
口
（
三
鷹
駅
前
市
政
窓

口
は
平
日
午
後
７
時
30
分
ま
で
、

25
日
g
・
26
日
a
は
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
）
で
。

◆
申
込
方
法

郵
送
で
４
月
３
日

b

ま
で
に
届
い
た
申
込
書
に
限

り
受
け
付
け
ま
す
（
窓
口
で
の
申

し
込
み
は
不
可
）。
抽
選
日
は
４

月
14
日
f
。

く
わ
し
く
は
募
集
案
内
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

e

ま
ち
づ
く
り
建
築
課
@
内

線
２
８
６
７

て
は
、
公
募
に
よ
ら
な
い
で
指
定

管
理
者
を
指
定
で
き
る
基
準
を
定

め
ま
し
た
。
公
募
に
よ
ら
な
い
も

の
と
は
、
①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
醸
成

の
観
点
か
ら
地
域
住
民
団
体
を
指

定
す
る
施
設
、
②
人
材
の
確
保
と

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
の
観
点
か
ら
、

当
面
財
団
法
人
や
社
会
福
祉
法
人

な
ど
を
指
定
す
る
施
設
、
③
特
定

の
公
共
的
団
体
が
管
理
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
施

設
で
す
。
今
後
は
、
今
ま
で
の

「
協
働
」
の
経
緯
、
実
績
な
ど
を

考
慮
し
な
が
ら
、
市
民
の
み
な
さ

ん
が
利
用
し
や
す
い
施
設
管
理
を

目
指
し
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。

※
「
三
鷹
市
の
指
定
管
理
者
制

度
導
入
の
基
本
方
針
」
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
全
文
を
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

e

政
策
法
務
課
@
内
線
２
２

１
７

改正前
管理委託制度
地方自治体の管理権限の下で、具体的な公
の施設の管理に関する事務または業務を管理
受託団体が行う。
管理受託団体は、公共団体、公共的団体、
地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満
たすものに限定。

改正後

指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理
者」が管理の代行を行う。
条例に基づき、民間事業者を含めた個々
の指定管理者と指定期間について議会の議
決を経て、指定。

防
災
行
政
無
線
で

「
児
童
の
安
全
見
守
り
の
お
願
い
」
を
放
送
し
ま
す

ご
活
用
く
だ
さ
い
安
全
安
心
メ
ー
ル

下
校
時
な
ど
に
お
け
る
子
ど
も
の

安
全
を
守
る
た
め
、
３
月
20
日
b
〜

４
月
27
日
e
午
後
１
時
15
分
に
防
災

行
政
無
線
で
「
児
童
の
安
全
見
守
り

の
お
願
い
」
を
放
送
し
ま
す
。

◆
放
送
時
間
　
３
月
20
日
b
〜
24

日
f
、
４
月
６
日
e
〜
14
日
f
の

登
校
日
と
４
月
18
日
c
〜
27
日
e

の
火
・
木
曜
日
午
後
１
時
15
分
か

ら
。

◆
放
送
内
容
「
こ
ち
ら
は
三
鷹
市

役
所
で
す
。
三
鷹
市
で
は
子
ど
も

が
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ

う
、
児
童
の
下
校
時
の
見
守
り

を
強
化
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も

の
見
守
り
に
皆
さ
ま
の
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」（
繰
り

返
し
）

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
み
た
か
で

市
で
は
２
月
か
ら
携
帯
電
話
や
パ

ソ
コ
ン
の
Ｅ
メ
ー
ル
を
活
用
し
、
子

ど
も
た
ち
が
被
害
者
と
な
っ
た
ま
た

は
被
害
者
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
犯
罪

情
報
も
し
く
は
不
審
者
な
ど
に
関
す

る
情
報
提
供
（
安
全
安
心
メ
ー
ル
）

を
し
て
い
ま
す
。

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
被
害

の
拡
大
と
犯
罪
の
防
止
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
現
在
、
登
録
者
は
約
４
千

人
で
す
。

◆
配
信
す
る
情
報

①
子
ど
も
に
関

す
る
犯
罪
・
不
審
者
情
報
な
ど
、
②

緊
急
情
報
と
し
て
配
信
す
る
必
要
が

あ
る
情
報
、
③
火
災
の
発
生
に
関
す

る
情
報
、
④
事
件
解
決
に
関
す
る
情

報◆
情
報
発
信
時
間

原
則
と
し
て
平

日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
　

◆
登
録
で
き
る
方

市
内
在
住
・
在

学
の
子
ど
も
の
保
護
者
と
そ
の
家
族

し
た
」

※
開
始
と
終
了
時
に
は
チ
ャ
イ
ム

が
鳴
り
ま
す
。

e

指
導
室
@
内
線
３
２
４
５
・
防

災
課
@
内
線
２
２
８
４

の
方
お
よ
び

在
勤
の
方

◆
登
録
の

際
の
所
属

区
分

①

子
ど
も
の

保
護
者
と
そ

の
家
族
、
②
安

全
安
心
・
市
民
協
働

パ
ト
ロ
ー
ル
員
な
ど
、
③
教

職
員
等
市
関
係
者
、
④
市
内

在
住
者
、
⑤
市
内
在
勤
者
　

◆
登
録
方
法

①
携
帯
電
話
ま
た
は

パ
ソ
コ
ン
か
ら
指
定
す
る
ア
ド
レ
ス

「m
aam
@
req.jp

」
に
空
メ
ー
ル
を
送

信
す
る
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド（
※
）も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

②
返
信
さ
れ
て
く
る
「
三
鷹
市
安
全

安
心
メ
ー
ル
」
の
ア
ド
レ
ス
を
ク
リ

ッ
ク
す
る
。

※
携
帯
電
話
が
「
着
信
拒
否
」
の
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